
 

 
 
 

 

和 解 契 約 書（全部） 

 原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年（東）第○号事件（以下「本件」とい

う。）について、申立人株式会社Ｘ１、同Ｘ２株式会社、同株式会社Ｘ３、同Ｘ４、

同Ｘ５株式会社、同Ｘ６株式会社、同Ｘ７有限会社、同株式会社Ｘ８、同Ｘ９株式会

社及び同株式会社Ｘ１０（以下「申立人ら」という。）と被申立人東京電力株式会社

（以下「被申立人」という。）は、次のとおり和解する。 
１ 和解の範囲 
  申立人らと被申立人は、本件に関し、下記の損害項目（下記の期間に限る。）に

ついて和解することとし、それ以外の点については、本和解の効力は及ばないこと

を相互に確認する。 
  損害項目 営業損害 別紙損害額一覧表記載の合計９億２６２３万８０８９円 
       弁護士費用 １５３９万３５７１円 
  期  間  自 平成２３年３月１１日 
       至 平成２４年６月３０日 
２ 和解金額 
  被申立人は、申立人に対し、前項の損害項目及び期間についての和解金として、

合計金９億４１６３万１６６０円の支払義務のあることを認める。 
３ 支払方法 
  （省略） 
４ 清算条項 
  申立人らと被申立人は、第１項に掲げる期間における同項に掲げる損害項目（当

該期間に限り、その遅延損害金も含む）については、本和解に定めるもののほか、

当事者間に何らの債権債務が存在しないことを相互に確認する。 
５ 申立人らの従業員への対応 
  申立人らは、第１項に掲げる期間において乗組員その他の従業員に対して給与・

手当等を減額支給した場合には、第２項の和解金によって必要な措置をとるものと

し、申立人らの従業員が被申立人に対して上記期間に係る減収分（就労不能等損害）

を請求した場合には、自らの責任と負担によってこれを解決しなければならない。 
６ 手続費用 
  本件に関する手続費用は、各自の負担とする。 
 
 本和解の成立を証するため、本和解契約書を２通作成し、申立人ら及び被申立人が

署名（記名）押印の上、各自１通を保有するものとする。また、被申立人は、本和解

契約書の写し１通を、原子力損害賠償紛争解決センターに交付する。 

宮城県沖から茨城県沖までの海域で漁業を行っていた宮城県所在の申立人ら１

０名について、操業自粛、出荷制限及び風評被害による販売価格減少等に伴う逸失

利益等が賠償された事例。 
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平成２５年４月２６日 
  
 
（仲介委員長 黒田純吉、仲介委員 村上義弘） 

 
別紙 

損害額一覧表 
申立人 船名 損害額 

株式会社Ｘ１ Ａ  ６８，６７４，８１２円 
Ｘ２株式会社 Ｂ  ５６，１１６，２２６円 

株式会社Ｘ３ 
Ｃ  ７４，０４１，７５６円 
Ｄ １０６，１５９，４４０円 

Ｘ４ Ｅ  ８６，０９８，１１４円 
Ｘ５株式会社 Ｆ  ５５，０８０，７１４円 
Ｘ６株式会社 Ｇ  ６２，７３６，７４９円 

Ｘ７有限会社 
Ｈ  ８１，８６９，４０９円 
Ｉ  ６２，６３６，２１１円 

株式会社Ｘ８ 
Ｊ  ５３，００９，７２２円 
Ｋ  ９０，６４９，１５８円 

Ｘ９株式会社 Ｌ  ６４，７６９，４０４円 
株式会社Ｘ１０ Ｍ  ６４，３９６，３７４円 

合計金額 ９２６，２３８，０８９円 
 


